
議第１号

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２８年１月２０日提出

鶴岡市教育委員会教育長 難 波 信 昭

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（平成１７年鶴岡市教育委員会規則第１４号）

の一部を次のように改正する。

別表鶴岡市立羽黒第三小学校の項中「鶴岡市立羽黒第三小学校」を「鶴岡市立広瀬小学校」に

改め、「桜野」の次に「、今野、向山、桜ケ丘、東山、上野新田、三軒屋」を加え、同表鶴岡市

立羽黒第四小学校の項を削り、同表鶴岡市立温海小学校の項中「鶴岡市立温海小学校」を「鶴岡

市立あつみ小学校」に改め、「小国」の次に「、小菅野代、五十川、関川、越沢、木野俣、温海

川、菅野代、戸沢、山五十川」を加え、同表鶴岡市立五十川小学校の項、鶴岡市立福栄小学校の

項及び鶴岡市立山戸小学校の項を削る。

附 則

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。



議第２号

鶴岡市スクールバスの運行管理に関する規則の一部改正について

平成２８年１月２０日提出

                     

鶴岡市教育委員会教育長  難 波 信 昭

鶴岡市スクールバスの運行管理に関する規則の一部を改正する規則

鶴岡市スクールバスの運行管理に関する規則（平成１７年鶴岡市教育委員会規則第１１号）の

一部を次のように改正する。

別表第１号の表通年の項中

「

を

                                    」

「

                                    」に改める。

別表第３号の表通年の項中

「

を

                                    」

鶴岡市立朝暘第四小学校 田川地区、湯田川地区

鶴岡市立朝暘第四小学校 田川地区、湯田川地区

鶴岡市立朝暘第五小学校 文下

鶴岡市立羽黒第三小学校 細谷、押口、瑞穂

鶴岡市立羽黒第四小学校 桜ヶ丘



「

  に改め、同

」

表冬季の項中

「

              

を

」

                                       

「

  に改める。

                                    」

別表第６号の表通年の項中

「

              

  を

」

「

  に改める。

                                    」

附 則

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表第１号の表の改正規定は、公布

の日から施行する。

鶴岡市立広瀬小学校 細谷、押口、瑞穂、今野、向山、桜ヶ丘、東山、

上野新田、三軒屋

鶴岡市立羽黒第三小学校 高寺、昼田、三ツ橋、赤川、石野新田、下馬渡、

富沢、松ケ岡、緑ヶ丘、希望ヶ丘

鶴岡市立羽黒第四小学校 向山(一年生及び二年生の下校時に限る。)、三軒

屋

鶴岡市立広瀬小学校 高寺、昼田、三ツ橋、赤川、石野新田、下馬渡、

富沢、松ケ岡、緑ヶ丘、希望ヶ丘

鶴岡市立温海小学校 一霞、暮坪、宮名、浜中、槙代、小国、峠ノ山

鶴岡市立鼠ヶ関小学校 鍋倉、小名部、小岩川

鶴岡市立福栄小学校 温海川、関川、菅野代

鶴岡市立あつみ小学校 一霞、暮坪、宮名、浜中、槙代、小国、峠ノ

山、鈴、五十川、安土、小菅野代、木野俣、温

海川、越沢、関川、菅野代、山五十川、戸沢

鶴岡市立鼠ヶ関小学校 鍋倉、小名部、小岩川


